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令和５年第８回守山市教育委員会（定例会）会議録 

 

 

 

○ 日  時  令和５年８月 22 日（火） 

開会時刻 午後１時 00 分 

閉会時刻 午後２時６分 

 

○ 場  所  守山市役所 ２階防災大会議室 

 

○ 出席委員等   教育長 向 坂 正 佳 

          委 員 福 田 正 悟    委 員 𠮷 田 郁 雄 

委 員 里 内   緑    委 員 髙 倉 直 子 

 

○ 説 明 員 

 教育部長        飯 島 秀 子   教育部理事        筈 井    亨 

教育部次長       川 上 かよ子    教育部次長         池 田  あづさ 

  教育部次長      寺 井 信 義    教育総務課長       西 藤 安  彦 

  学校教育課長        地 石 玲 子    保育幼稚園課長       遠 山 純 一 

    保育幼稚園課幼保指導担当課長  吉 澤 有 里    図書館長              松  本  孝  子     
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 （開会：午後１時 00 分） 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

関係各課長 

 

教育長 

 

𠮷田委員 

 

 

 

教育部次長 

（教育総務課担当） 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 只今、定足数に達しておりますから、これより令和５年第８回教育委

員会定例会を開会いたします。 

 では、これより本日の議事日程により進めます。 

 日程第１、令和５年第７回教育委員会会議録の承認についてをご覧く

ださい。こちらにつきまして、ご意見等はございませんか。 

 それでは、意見がございませんので、令和５年第７回定例会の会議録

は、異議がないものとして承認いたします。 

 次に、日程第２、教育長の業務報告を致します。 

 

 【教育長 業務報告】 

 

 只今の業務報告につきまして、ご質問等ございませんか。 

 無いようでありますので、これで教育長の業務報告を終ります。 

 これより日程第３、審議事項に入ります。 

 それでは、まず議第 27 号「令和５年度守山市一般会計補正予算（第

６号）のうち教育委員会所管の予算案に関する意見について」の件を議

題と致します。関係課長から順次、提出議案の説明を求めます。 

 

 【関係各課長が資料により説明】 

 

 それでは、只今の説明について、ご質問等ございませんか。 

 

 学校の備品の購入について質問です。寄附金からの歳出となると説明

いただきましたが、議案説明書にある補正額の財源内訳は「その他」で

はなく「寄附金」ではないでしょうか。 

 

 こちらの寄附金は、本年度６月の時点で市の基金に積立てという形で

受けさせていただいております。今回、その基金を取り崩して充当させ

ていただきますので、元々は寄附金ではありますが、今回は「その他」

となっております。 

 

 他にございませんか。 

 無いようでありますので、次に債務負担行為の補正について関係各課

長から説明を求めます。 
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関係各課長 

 

教育長 

 

里内委員 

 

 

 

 

保育幼稚園課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𠮷田委員 

 

 

保育幼稚園課長 

 

 

 

 

𠮷田委員 

 

 

保育幼稚園課長 

 

 

 

 

𠮷田委員 

 【関係各課長が資料により説明】 

 

 只今の説明について、ご質問等ございませんか。 

  

 主食を園で提供するようになるということは良いと思いますが、その

提供方法で質問です。子どもたちが家庭から持参した弁当箱に園で準備

した主食を入れて提供すると説明いただきましたが、園で食器を提供す

ることは不可能でしょうか。 

 

 園から食器を提供することについても検討させていただきました。園

の現場と話合いをする中で、同じ食器を使用することによる取り違えを

防ぐ必要があるという意見が多数ございました。現在、お弁当箱にご飯

を詰めて持ってきていただいているのですけれども、同じお弁当箱を持

ってきていただくと、取り違え防止になりますので、その方法が望まし

いと考えたところです。 

 あわせて、使用済みの食器を洗浄するスペースや保管棚の設置など物

理的な場所についても課題になってきますので、それも含めて検討した

ものです。 

 

 保育園とこども園は、基本的にお弁当を持参する必要がないというこ

とですが、幼稚園についてはいかがでしょうか。 

 

 幼稚園については、主食のご飯とおかずの副食についても提供してお

りませんので、全てお弁当を持参していただいております。 

 幼稚園の給食提供については、令和７年の４月から実施できるように

検討を進めているところです。 

 

 給食を作る建物や機材を入れる設備を幼稚園の敷地内に設置するの

ですか。それとも、外部の給食会社に調理を委託するのですか。 

 

 提供手法については検討をしているところでございます。 

ただ今、検討しているのは認定こども園守山幼稚園で実施している外

部搬入方式、または他市で実施している給食センターを利用して搬入す

る方法の２つです。 

 

 幼稚園内の施設として給食を作る場所をつくる考えはないというこ
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保育幼稚園課長 

 

教育長 

 

 

 

 

 

各委員 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

関係課長 

 

教育長 

 

𠮷田委員 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

𠮷田委員 

 

 

 

 

 

とですね。 

 

 はい。現在、調理施設等の設備をつくることは考えておりません。 

 

 他にございませんか。 

 それでは、無いようでありますので、これで質疑を終わり『採決』を

致します。 

 お諮りします。議第 27 号については、原案のとおり同意することに

ご異議ございませんか。 

 

 【異議なしの声あり】 

 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり同意することに決しました。 

 これで審議事項を終ります。 

 次に、日程第４、報告事項に移ります。 

 「令和５年度滋賀県等に対する要望事項について（教育委員会所管

分）」を関係課長から説明を求めます。 

 

 【関係課長が資料により説明】 

 

 只今の説明について、ご質問等ございませんか。 

  

 数多の要望を選り抜いて要望書にしたという認識でよろしいですか。 

 会議資料の教育環境の充実というところの右上部に、新規、継続とい

うのがありますけれども、この新規は教員数の確保に当たりますか。 

 

 この内容の中の特に（１）のアは今年度、新規で要望をしてまいりま

した。 

 

 せっかく要望した内容ですから、実現できるように、我々としてでき

ることがありましたらまたおっしゃってください。県の会議等で教育委

員からも切実なる要望だと、真摯に受け止めて実行に移してほしいとい

うようなことを提言したいと思いますので、申し添えておきたいと思い

ます。 
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教育長 

 

教育部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

里内委員 

 

 

 

 

 

 

教育部次長 

（学校教育課担当） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

髙倉委員 

 

 はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

  

 来週 28 日午後に県に要望する機会がございますので、教育長ととも

に要望に行ってまいります。おっしゃったように厳選して、まずは教員

の確保をということを、具体的な現状をしっかり説明した上で、要望し

たいと思います。また今、おっしゃっていただいた市の教育委員さんか

らも切にということも重ねて伝えてまいりたいと思います。結果等はす

ぐにいただけるものではありませんが、９月の定例会等で県の反応な

ど、せめてそういったこともお伝えさせていただけたらと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 

 市内小中学校の施設、設備計画に関連して質問です。プールの改修や

改築が迫られているところが多いように思いますが、今現在のところ、

中学校および小学校の体育の授業の中でプールの水泳指導は何時間ほ

ど確保しなければならないのですか。 

また、夏休み中に、特に小学校のプール開放がされているところがあ

るのかどうかということを教えていただきたい。 

 

 プールの授業回数は小学校も中学校も少ないところで３、４回、多い

ところで 10 回ほど行われています。なぜこのような差が出てくるかと

言うと、1,000 人の学校にプールが１つ、100 人の学校にもプールが１

つと考える時に、どうしても回数に差が出てきます。基本的には指導要

領では、プールの指導回数は指定されておりませんが、子どもたちの発

達段階や平等の機会のために、できるだけ授業時間を取るようにしてい

ます。 

 プール開放については、コロナ禍に中止して以降、今のところはどの

学校でも再開をしておりません。毎年夏に実施していた守山市内小学校

の水泳大会も再開しておりません。熱中症の恐れがある非常に高い温度

の中でプール開放をすることは、たいへん危険であり、暑さ指数（ＷＢ

ＧＴ）が一定を超えましたらプールの授業を中止にしている実態から、

どの学校でも今は行われておりません。 

 来年以降は検討中ですけれども、熱中症対策のため実施されない可能

性が高いです。 

 

 小学校はプールに入って水に慣れるとか、泳ぎを覚えるというのは大

事なことですので良いと思いますが、中学校について検討が必要かと思
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教育部次長 

（学校教育課担当） 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

福田委員 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

福田委員 

 

 

います。 

 今年、中学校に通う子どものプールの授業では半数以上が休んでいる

日があり、その理由は病欠ではなく、恥ずかしいや面倒くさいという理

由だと伺いました。中学校で２回、３回の授業のために、学校指定の水

着を５、６千円出して購入して、帽子も色指定のものを購入するという

のは、負担に感じる保護者もいるのではないでしょうか。 

老朽化してプールの維持管理にお金がかかるのであれば、別に中学校

はプール授業をしなくてもいいのではないでしょうか。 

 明富中学校の水泳部はエコパークのプールを使っており、水泳部があ

るところはプールの維持が必要かと思いますが、授業がないのに水着だ

けを買うというのは保護者としては疑問に感じます。 

  

 現状としましては、守山中学校と守山南中学校に水泳部がありまし

て、学校のプールで練習しています。明富中学校は、おっしゃるとおり、

エコパークで練習しています。守山北中学校は現在、水泳部がありませ

ん。授業回数に関して、確かに中学校は小学校より少ない傾向です。 

今後のプールの在り方については、教育委員会全体で話し合いなが

ら、協議してまいりたいと思います。 

 

 公教育としては、中学校までの義務教育の間に、ある程度の水泳の能

力を身につけるということが学習指導要領に謳われているので、本来は

実施するべきです。時代の変遷により課題も生じてきましたが、公教育

としては水泳を教えていきたいという願いは持っております。 

  

 小学校で教科担任制を実施すると先生の数を減らすことはできるの

ですか。 

 

 教科担任制は昨年度より高学年を中心に実施されていますが、教員の

数は減らすということにはならないと思います。本来はこのように人を

投入して担任の先生が受け持つ時数を減らしながら、より専門性の高い

授業を子どもに提供することが目標の１つでもありますので、先生の数

を減らすということにはつながらないと思っております。 

 

 中学校は教科担任で、先生が１つのクラスを持っていると思います。

教員不足のなか、中学校と同じような仕組みや改良することで、何かい

い方法が生まれるのではないかという検討の一環で質問しました。 
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学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福田委員 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

教育長 

 

 

 

 

教育総務課長 

 

 

教育長 

 

 小学校での教科担任制の現状を申し上げます。例えば３クラスあった

としたら、従来は小学校だったらＡＢＣそれぞれの先生はそれぞれのク

ラスだけを担任するという形ですけれども、この１組の先生が３クラス

分の国語を全部担任していく、２組の先生は社会科を３クラス分担任し

ていくというような形で進めていく、また２クラスだったら交換しなが

ら進めていっているというような形が守山の中でも、県内の中でもとら

れているのが現状です。おっしゃっていただいたように、何とか少ない

人数で効率よく質の高い授業が提供できるよう研究していきたいと思

います。 

 

 負担にならないようにやって、英語の先生が３クラス見ていたら、３

クラスの子どもたちを見ているわけなので、できないことはないのかな

と思いましたので質問させてもらいました。 

 

 例えば、理科や音楽などの専科の教員を県から派遣していく動きはあ

りますけれども、人手が足りないためうまくいっていない部分もありま

す。 

 国語でしたら国語だけの教材研究で済むなど、できるたけ負担を軽減

し、子どもたちを多面的に見られるようにしていこうという動きであ

り、人を減らすという視点ではないと思います。 

 他にございませんか。 

 それでは、無いようでありますので、事務局のほうで、他に報告事項

はございませんか。 

 

 ございません。 

 

 それでは、これで報告事項を終ります。 

 次に、日程第５、その他事項に移ります。 

 まず、「守山市表彰審議会委員の推薦について」を教育総務課長から

説明をお願いします。 

 

 【教育総務課長が守山市表彰審議会委員の推薦について資料により説

明】 

 

 只今の件につきまして、先に通知がありましたので会議前に協議をい
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教育部次長 

（教育総務課担当） 

 

図書館長 

 

文化財保護課長 

 

 

教育長 

 

 

事務局 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

たしました。その結果、守山市表彰審議会委員には、福田委員にお願い

することになりましたことを報告いたします。 

 福田委員様、どうぞよろしくお願いたします。 

 次に、「教育委員会関係行事等について」、「教育委員会の日程等につ

いて」の説明は省略いたしますが、この件についてご質問等ございませ

んか。 

 無いようですので、他にございませんか。 

 

 【教育部次長が paddy festival が無事終了したことを口頭にて報告】 

 

 

 【図書館長が北部図書館愛称募集状況について口頭にて報告】 

 

 【文化財保護課長が伊勢遺跡史跡公園の開館日について口頭にて報

告】 

 

 他にございませんか。 

 無いようでありますので、事務局のほうで、その他、ございませんか。 

 

 ございません。 

 

 それでは、これでその他事項を終ります。 

 これをもちまして、本日の議事日程は全て終了致しました。 

 それでは、次回、令和５年第９回、守山市教育委員会定例会は、９月

28 日（木）午後１時 30 分から守山市役所新庁舎２階防災会議室にて開

催しますので、委員の皆様、よろしくお願い致します。 

 [閉会 午後２時６分］ 

 


